
第１６号様式 

随意契約理由書 

 

契約業者名：株式会社益田設計事務所 

業務の名称：令和７年度横浜刑務所職員宿舎一団地認定申請等業務 

 

随意契約理由：本件業務は、現在工事中である横浜刑務所職員宿舎（３）新営工事 以下「宿舎

新営工事」という。において、一団地認定、計画通知等に係る設計内容の変更及

び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に係る変更に該当す

る変更手続業務を実施するものである。 

宿舎新営工事に係る実施設計業務（以下「当初設計業務」という。）は、令和

３年に株式会社益田設計事務所（以下「原設計者」という。）が受注し、同業務

を完了している。 

本件業務を遂行するに当たり、上記変更を踏まえた横浜市との協議に基づき、

各種必要書類を作成する必要があり、そのためには当初設計業務を熟知している

ことはもちろん、これまでの計画通知書の手続時の経緯を把握している必要があ

る。 

また、仮に本件業務を原設計者以外の者が受注した場合、原設計の内容及びこ

れまでの協議内容を把握するために多くの時間と労力を要し、人件費等のコスト

増により高額の契約となるおそれがあるほか、現在実施中の工事が遅れるおそれ

もある。 

以上のことを考慮し、原設計者を契約の相手方に特定したもの。 
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建　築　設　計　業　務　委　託　料　積　算　内　訳　書

業務名称（　令和7年度横浜刑務所職員宿舎一団地認定申請等業務　）

施　　設　　名 横浜刑務所
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特別経費の額
1 7,810
2 110,000
3

117,810

計画通知申請手数料等（一団地認定274,000+計画通知186,000+構造適判418,000+省エネ適判300,000
計 　　　　　　+43条申請87,000）

合　　　　　　　　　　計

8 計画通知手数料
1,265,000

9 合　　　　　　　計

計
直接人件費＋諸経費＋技術料等経費＋特別経費 設計業務委託料 再計

1,835,520 2,019,072 0.15
技術料等経費率

1,835,520 1.1

総直接人件費
1,835,520

諸経費
2,019,072

技術料等経費
578,188

特別経費
117,810

千円以上頭４桁になるよう調整する

3

6,270,000

6 消費税等相当額

設計業務委託料×0.1

設計業務委託料＋消費税等相当額

7 消費税等相当額込み設計業務委託料

計

合計

消費税等相当額
455,000

技術料等経費

総直接人件費 諸経費

1 総直接人件費

2 諸経費

一般業務等に係る直接人件費

総直接人件費

4 特別経費

業務カルテ登録料
一団地認定表示板

特別経費の内訳

5 設計業務委託料

諸経費率

追加業務に係る直接人件費
0 1,835,520

4,550,000

計 5,005,000

4,550,590

計



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日 令和７年７月２９日 

 契約業者名 株式会社益田設計事務所 

 契約業者の住所 宮崎県都城市年見町１８－２ 

 業務の名称 令和７年度横浜刑務所職員宿舎一団地認定申請等業務 

 業務場所 横浜刑務所 神奈川県横浜市港南区港南４－２－２ 

 業務区分 建築関係建設コンサルタント業務 

 業務概要 

 

 

 

 

一団地認定の解除・再認定申請等業務 

 

 

 

 

 履行期間（自）～（至） 令和７年７月３０日～令和７年１１月２８日 

 契約金額 ６，１００，７１０円 

 


